
市 議 会 だ よ り （2）第２３４号 2018年（平成30年）11月10日

　市川市議会では、年４回の各定例会で、会派の代表が会派独自の立場から、市長提出議案等

その他市政全般について質問をする代表質問を行います。６・９・12 月定例会の代表質問にお

ける各会派の質問時間は、原則３日間の総質問時間を、質問通告のあった会派の所属人数に応

じて割り振って決定します。質問は総括質問者が登壇して行う他、補足質問者を立てることが

できます。ここでは、代表質問のうち、会派が指定した項目の主な内容を掲載しました。

ごみ集積所のネットはカラス対策の１つ

工事が進む（仮称）妙典橋外環道路の「市川北ＩＣ南」交差点

公
の
施
設
の

使
用
料
見
直
し

カ
ラ
ス
被
害

防
止
対
策

（
仮
）妙
典
橋
と

都
市
計
画
道
路

外
環
道
路
と

市
民
要
望

放
課
後
児
童

支
援
員
の
処
遇

問　
公
の
施
設
の
使
用
料
は
、

社
会
経
済
の
情
勢
等
を
勘
案
し

な
が
ら
、
概
ね
３
年
ご
と
に
見

直
す
と
条
例
で
規
定
さ
れ
て
い

る
が
、
前
回
の
改
正
か
ら
３
年

経
た
ず
に
今
回
見
直
し
を
行
う

理
由
は
何
か
。
ま
た
、
今
後
は

使
用
料
を
引
き
上
げ
ず
、
市
民

活
動
を
活
性
化
し
施
設
の
稼
働

率
を
上
げ
る
こ
と
で
収
入
増
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る

が
、
今
後
の
公
の
施
設
の
運
営

に
つ
い
て
市
長
の
見
解
を
問
う
。

答　
公
の
施
設
の
使
用
料
に
つ

い
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
次
回
の

見
直
し
は
平
成
32
年
度
の
予
定

で
あ
っ
た
が
、
前
回
の
使
用
料

引
き
上
げ
に
よ
る
施
設
の
稼
働

率
の
低
下
及
び
利
用
者
数
の
減

少
を
踏
ま
え
、
市
民
活
動
の
更

な
る
活
性
化
を
図
る
た
め
、
今

回
見
直
し
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
今
後
の
公
の
施
設
の
使

用
料
の
望
ま
し
い
あ
り
方
や
方

向
性
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

市
民
の
意
見
を
聞
き
、
議
会
と

議
論
し
な
が
ら
判
断
し
て
い
く

こ
と
と
な
る
が
、
現
状
と
し
て

は
、
使
用
料
を
最
大
限
確
保
で

き
る
よ
う
、
施
設
の
使
い
や
す

さ
や
利
便
性
の
向
上
に
努
め
、

施
設
の
稼
働
率
を
向
上
さ
せ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問　
（
仮
称
）
妙
典
橋
は
、
江

戸
川
放
水
路
を
挟
ん
だ
高
谷
地

問　
平
成
30
年
６
月
２
日
に
東

京
外
郭
環
状
道
路
高
速
部
が
開

通
し
、
国
分
５
・
６
丁
目
の
住

民
は
、
こ
れ
ま
で
不
便
に
耐
え

て
き
た
生
活
道
路
や
居
住
環
境

が
整
備
、
改
善
さ
れ
る
こ
と
を

大
い
に
期
待
し
た
。
し
か
し
実

際
に
は
、
従
来
の
生
活
道
路
の

一
方
通
行
化
に
よ
る
市
川
方
面

へ
の
通
行
禁
止
や
北
台
交
差
点

の
信
号
機
廃
止
、
既
存
バ
ス
路

線
の
変
更
等
、
住
民
の
期
待
と

は
真
逆
の
整
備
内
容
を
知
ら
さ

れ
た
。
こ
れ
を
受
け
住
民
は
、

整
備
内
容
の
見
直
し
や
地
元
説

明
会
の
早
急
な
開
催
等
を
求
め

る
要
望
書
を
１
４
４
５
名
分
の

署
名
と
共
に
８
月
20
日
に
市
長

へ
提
出
し
た
。
当
該
要
望
に
対

し
、
市
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

答　
外
環
道
路
に
関
し
て
市
民

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
要
望
に
つ
い

て
は
、
市
は
道
路
事
業
者
で
あ

る
国
に
対
し
、
こ
れ
に
真
摯
に

対
応
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
立

場
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
職

員
が
現
地
を
確
認
し
て
関
係
各

課
と
調
整
の
上
、
要
望
内
容
を

正
確
に
国
に
伝
え
る
よ
う
努
め

て
い
る
。
今
回
の
要
望
に
つ
い

て
も
、
職
員
が
既
に
現
地
を
確

認
し
て
お
り
、
関
係
各
課
と
調

整
の
上
、
国
と
情
報
共
有
を
図

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
今
後
、
要
望
が
あ
っ
た
説

明
会
の
開
催
に
つ
い
て
も
、
速

や
か
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
国

と
調
整
を
図
っ
て
い
る
。

化
を
強
く
働
き
か
け
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

区
と
妙
典
地
区
を
結
ぶ
橋
梁
で
、

県
が
整
備
を
進
め
て
い
る
が
、

東
京
外
郭
環
状
道
路
建
設
の
受

け
入
れ
条
件
の
重
要
項
目
で
あ

り
、
地
元
住
民
、
通
学
・
通
勤

者
の
他
、
経
済
活
動
で
往
来
す

る
人
た
ち
に
大
き
く
貢
献
す
る

貴
重
か
つ
重
要
な
橋
で
あ
る
。

現
在
、
県
に
よ
る
工
事
が
急
ピ

ッ
チ
で
進
ん
で
い
る
と
の
こ
と

だ
が
、
工
事
の
進
捗
状
況
を
問

う
。
ま
た
、
妙
典
橋
に
繋
が
る

予
定
の
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・

13
号
は
、
一
部
が
暫
定
供
用
さ

れ
て
か
ら
４
年
程
経
過
し
た
が
、

未
だ
延
伸
工
事
の
着
工
の
目
途

が
立
っ
て
い
な
い
。
今
後
の
見

通
し
は
ど
う
か
。

答　
（
仮
称
）
妙
典
橋
に
つ
い

て
は
、
県
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

江
戸
川
に
架
か
る
橋
梁
本
体
の

工
事
は
完
了
し
、
現
在
は
、
高

谷
川
に
架
か
る
橋
梁
下
部
工
の

工
事
及
び
上
部
工
の
作
製
を
行

っ
て
お
り
、
妙
典
側
の
取
付
部

に
つ
い
て
は
交
差
点
の
改
良
工

事
を
進
め
て
い
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
都
市
計
画
道
路

に
つ
い
て
は
、
事
業
主
体
で
あ

る
県
か
ら
は
明
確
に
工
事
の
見

通
し
を
示
さ
れ
て
は
い
な
い
も

の
の
、
今
後
も
道
路
整
備
に
係

る
課
題
の
調
整
等
を
図
る
と
共

に
、
県
に
対
し
、
早
期
の
事
業

問　
平
成
30
年
６
月
定
例
会
で

議
員
発
議
に
よ
る
「
カ
ラ
ス
被

害
防
止
条
例
」
が
可
決
・
成
立

し
た
。
市
は
30
年
９
月
補
正
予

算
に
カ
ラ
ス
の
生
息
調
査
に
関

す
る
委
託
料
を
計
上
す
る
な
ど
、

31
年
１
月
１
日
か
ら
の
条
例
施

行
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い

る
と
の
こ
と
だ
が
、
カ
ラ
ス
被

害
に
対
す
る
本
市
の
認
識
と
今

後
の
カ
ラ
ス
被
害
防
止
に
向
け

た
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
市
は

ど
う
考
え
て
い
る
か
。

答　
本
市
で
は
こ
れ
ま
で
、
カ

ラ
ス
ネ
ッ
ト
や
金
網
式
ご
み
箱

の
貸
与
、
巣
の
駆
除
等
を
行
う

こ
と
で
カ
ラ
ス
被
害
に
関
す
る

要
望
や
相
談
は
減
少
し
た
が
、

い
ま
だ
に
ご
み
集
積
所
で
の
カ

ラ
ス
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る

ご
み
の
散
乱
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
今
後
も
実
効
性
の
あ
る

対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
今
後
の
取
り
組

み
と
し
て
は
、
条
例
の
内
容
を

周
知
す
る
他
、「
カ
ラ
ス
被
害

対
策
指
針
」
策
定
に
向
け
、
カ

ラ
ス
の
生
息
分
布
状
況
や
ご
み

集
積
所
の
被
害
状
況
等
を
把
握

す
る
た
め
の
調
査
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
市
民
の
生

活
環
境
の
向
上
に
向
け
、
引
き

続
き
対
策
を
講
じ
て
い
く
。

問　
放
課
後
保
育
ク
ラ
ブ
の
入

所
希
望
者
増
加
に
伴
い
、
平
成

31
年
度
は
７
校
で
ク
ラ
ブ
を
増

設
す
る
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。

放
課
後
保
育
ク
ラ
ブ
の
定
員
拡

大
と
併
せ
、
そ
こ
に
勤
務
す
る

放
課
後
児
童
支
援
員
の
処
遇
を

改
善
す
る
こ
と
も
必
要
と
考
え

る
が
、
市
は
今
後
ど
の
よ
う
な

改
善
を
行
う
予
定
な
の
か
。

答　
放
課
後
児
童
支
援
員
の
処

遇
改
善
に
つ
い
て
は
、子
ど
も
・

子
育
て
支
援
交
付
金
の
放
課
後

児
童
支
援
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

処
遇
改
善
事
業
を
活
用
し
て
実

施
す
る
。
こ
の
事
業
は
、
支
援

員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
経
費

の
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

経
験
年
数
等
に
応
じ
た
支
援
員

の
処
遇
改
善
を
促
進
し
、
児
童

の
安
全
・
安
心
な
居
場
所
を
確

保
す
る
と
共
に
、
健
全
な
育
成

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
処
遇

改
善
の
内
容
は
、
経
験
年
数
が

５
年
未
満
の
者
に
対
し
て
は
月

額
で
約
１
万
円
、
経
験
年
数
が

５
年
以
上
の
者
に
対
し
て
は
月

額
で
約
２
万
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ

増
額
し
て
30
年
10
月
分
の
給
与

か
ら
支
給
す
る
こ
と
で
、
指
定

管
理
者
で
あ
る
市
川
市
社
会
福

祉
協
議
会
と
調
整
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
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